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第３章 災害応急対策計画 
 

 

第１節 洪水予報 
 

１ 気象・洪水警報 

 

 市長（水防本部長）は、水防法第10条又は気象業務法第14条の2規定により群馬県又は

前橋気象台から気象警報（大雨特別警報、大雨警報）、洪水警報の通知を受けたときは、

概ね次の方法により、住民及び関係機関に周知するよう努めるものとする（気象業務法第

15条）。 

 なお、気象注意報（大雨注意報）、洪水注意報が発令されたとき、又はその他の気象情

報の連絡があったときも同様とする。 

 警報の必要のなくなったときも同様とする。 

 

●気象注意報・警報等通報系統図 

 
     前橋地方気象台 

       

           気象庁防災情報提供システム 

       
       

       県危機管理室                      藤岡市     住民・関係機関 

         統制室 

    

    
    

            

                               現地指導部                水位標観測者 
   気象庁防災情報提供システム（各土木事務所） （加入電話） 

 
        水防本部    防災行政無線 

          （河川課）     （加入電話） 

 

ほっとメール 

加入電話等 
県防災情報システム 

県防災情報システム 
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２ 洪水予報 

 

 

（１）国土交通省及び気象庁が共同で洪水予報・警報を行う河川 
 

                                                            運輸省 

                                                     （昭和30年      告示第3号） 

                                                           建設省 

 

 

対象河川 洪 水 予 報 実 施 区 域 
水位又は流量の予報 

に関する基準地点 

 

利根川本川 

上 流 部 

 左岸 群馬県伊勢崎市八斗島 

                             から 鬼怒川合流点 まで 

 右岸  埼玉県本庄市田中 

八斗島、栗橋 

 
 

 

（２）伝達方法 

利根川・荒川・多摩川洪水予報文伝達系統 

 

  ● 基本系 
 烏川（烏川・鏑川・碓氷川）、神流川  

 

 

 

 

 
 

 

 ● 補助系 
 烏川（烏川・鏑川・碓氷川）、神流川  

 

 

 

 

 

 

NTTFAX 

防災行政無線 

 
建設 FAX 

 

高崎河川国道事務所 

027-345-6062 

FAX 345-6097 

藤岡土木事務所 

0274-22-2156 

FAX 24-3786 

藤岡市 

0274-22-1211 

FAX 24-4515 

群馬県河川課 

027-226-3619

・3614・3617 

FAX 224-1368 

NTT 

NTTFAX 

 

NTT 

建設 FAX 高崎河川国道事務所 

027-345-6062 

FAX 345-6097 

藤岡市 

0274-22-1211 

FAX 24-4515 

河川情報センター 
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利根川洪水予報文発表様式 

標   題                   利    根    川    水    系    洪    水    予    報                             第               号 

 
 

                                                                            国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局 
日  時         平 成        年          月           日        時        分                                                共   同   発   表 

                                                                                                  気 象 庁 予 報  部 

 区 分 
 

番     号 

 

発                    表                  内                    容 

 
対 

象 

河 

川 
 

１ 

 

 利 根 川 本 川  上 流 部    洪 水      （ 警 報 ・ 注 意 報 ・ 情 報 ・ 警 報 解 除 ・ 注 意 報 解 除 ）           第        号 

 ２ 

 

  利 根 川 本 川  下 流 部    洪 水      （ 警 報 ・ 注 意 報 ・ 情 報 ・ 警 報 解 除 ・ 注 意 報 解 除 ）           第        号 

 

 
３ 

 

  渡  良  瀬   川        洪 水      （ 警 報 ・ 注 意 報 ・ 情 報 ・ 警 報 解 除 ・ 注 意 報 解 除 ）           第        号  

 

 
４ 

 

  鬼    怒    川          洪 水      （ 警 報 ・ 注 意 報 ・ 情 報 ・ 警 報 解 除 ・ 注 意 報 解 除 ）           第        号  

 

 
５ 

 

  小    貝    川          洪 水      （ 警 報 ・ 注 意 報 ・ 情 報 ・ 警 報 解 除 ・ 注 意 報 解 除 ）           第        号 

     

 
６ 

 

  江    戸    川          洪 水      （ 警 報 ・ 注 意 報 ・ 情 報 ・ 警 報 解 除 ・ 注 意 報 解 除 ）           第        号 

 

 

 

 
主 

 

 

 

 

 

 

文 

 

７ 
  利 根 川 本 川 上 流 部 の （  八    斗    島   ・  栗   橋  ） で は 、（ 計 画 高 水 位 ・ 警 戒 水 位 ） （ に 達 す る ・ を 越 え る ・ を 大 幅 に 超 え る ） 

                            出 水 と な り ま す の で 、 各 地 と も （ 厳 重 な 警 戒 ・ 十 分 な 注 意 ） が 必 要 で す 。 

 
８ 

  利 根 川 本 川 下 流 部 の （  取  手 ・ 押   付 ・ 横 利 根  ）  で は 、（ 計 画 高 水 位 ・ 警 戒 水 位 ） （ に 達 す る ・ を 越 え る ・ を 大 幅 に 越 え る ） 

                           出 水 と な り ま す の で 、 各 地 と も （ 厳 重 な 警 戒 ・ 十 分 な 注 意 ） が 必 要 で す 。 

９ 
  渡    良   瀬     川  の         足             利       で は 、（ 計 画 高 水 位 ・ 警 戒 水 位 ） （ に 達 す る ・ を 越 え る ・ を 大 幅 に 越 え る ） 

                           出 水 と な り ま す の で 、 各 地 と も （ 厳 重 な 警 戒 ・ 十 分 な 注 意 ） が 必 要 で す 。 

１０ 
  鬼        怒         川 の（ 石 井 ・ 川 島 ・ 鬼 怒 川 水 海 道 ）で は 、 ( 計 画 高 水 位 ・ 警 戒 水 位 )  ( に 達 す る ・ を 越 え る ・ を 大 幅 に 越 え る ) 

                           出 水 と な り ま す の で 、 各 地 と も （ 厳 重 な 警 戒 ・ 十 分 な 注 意 ） が 必 要 で す 。  

１１ 
  小        貝         川 の  小    貝        川    水     海    道      で は 、（ 計 画 高 水 位 ・ 警 戒 水 位 ） （ に 達 す る ・ を 越 え る ・ を 大 幅 に 越 え る ） 

                           出 水 と な り ま す の で 、 各 地 と も （ 厳 重 な 警 戒 ・ 十 分 な 注 意 ） が 必 要 で す 。 

１２ 
  江        戸         川 の（  西     関    宿  ・  野     田  ）で は 、（ 計 画 高 水 位 ・ 瞥 戒 水 位 ） （ に 速 す る ・ を 越 え る ・ を 大 幅 に 越 え る ） 

                           出 水 と な り ま す の で 、 各 地 と も （ 厳 重 な 警 戒 ・ 十 分 な 注 意 ） が 必 要 で す 。 

１３ 
                                                 で は 、 ま だ 当 分 の 間 （ 計 画 高 水 位 程 度 ・ 警 戒 水 位 以 上 ・ 警 戒 水 位 程 度 ） の 

                           高 い 水 位 が 続 く 見 込 み で す の で 、 各 地 と も （ 厳 重 な 警 戒 ・ 十 分 な 注 意 ） が 必 要 で す 。  

１４ 
                                                 で は 、（ 計 画 高 水 位 ・ 警 戒 水 位 ） を 下 が り ま し た が 、  

                           ま だ 、 引 き 続 き   各 地 と も （ 厳 重 な 警 戒 ・ 十 分 な 注 意 ） が 必 要 で す 。 

１５                                                 で は 、（ 警 戒 水 位 を 下 が り 、 減 水 し ） 危 険 は な く なった も の と 思 わ れ ま す 。 

１６  

 

 

現 

 

 

 

 

況 

 

 

 

 

文 

 

１７   （ 台 風 第          号    ・                 低 気 圧 ・               前 線 ） の （ 接 近 ・ 通 過 ・ 活 動 ・ 停 滞 ） に よ る （ 雨 ・ 大 雨 ） は 、 

 １８    降 り 始 め の          日         時   か ら     日         時 ま で に 、          で          ミ リ に 達 し ま し た 。 

  １９                         日         時   か ら    日          時 ま で に 、         で          ミ リ と な っ て い ま す 。 

 ２０    ま だ 、 所 に よ り  １ 時 間 に          ミ リ の 雨 が 降 っ て い ま す 。 

 ２１    こ の 雨 は 、（ 今 後 一 層 強 ま る ・ 当 分 こ の 状 態 が 続 く ・ 今 後 次 第 に 弱 ま る ） で し ょ う 。  

 ２２    現 在 、雨 は （ 小 降 り に な り ま し た ・ や ん で い ま す ）。 

 

２３ 

   各 基 準 点 の 水 位 は         日          時 現 在 、 次 の 通 り で す 。 

 ①   利  根 川 本 川 上 流 部      の  八   斗    島          ㍍ 

 

② 利 根 川 本 川 上 流 部 の  栗          橋               ㍍ 

 

③ 利 根 川 本 川 下 流 部 の  取          手        ㍍ 

 ④ 利 根 川 本 川 下 流 部 の  押         付            ㍍ 

 

⑤ 利 根 川 本 川 下 流 部 の  横     利    根          ㍍ 

 

⑥ 渡     良     瀬   川 の  足            利           ㍍ 

 ⑦ 鬼       怒      川    の   石           井          ㍍ 

 

 

⑧ 鬼      怒      川 の   川         島              ㍍ 

  

 

⑨ 鬼        怒        川 の  鬼 怒 川 水 海 道             ㍍ 

    

 
⑩ 小       貝      川 の   小 貝 川 水 海 道            ㍍ 

       

⑪ 江      戸      川 の   西       関     宿          ㍍ 

 

⑫ 江       戸        川 の  野           田          ㍍ 

 ２４  

 

予 

 

 

想 

 

 

文 

 

２５           日         時 か ら        日       時 ま で の 雨 量 は 、             の 平 野 部 で           ミ リ ・ 山 間 部 で           ミ リ の 見 込 み で す 。 

２６ 

  各 基 準 点 の 水 位 は           日           時 に は 、 次 の よ う に 予 想 さ れ ま す 。  

①   利  根 川 本 川 上 流 部      の  八   斗    島          ㍍ ② 利 根 川 本 川 上 流 部 の  栗          橋               ㍍ ③ 利 根 川 本 川 下 流 部 の  取          手        ㍍ 

④ 利 根 川 本 川 下 流 部 の  押         付            ㍍ ⑤ 利 根 川 本 川 下 流 部 の  横     利    根          ㍍ ⑥ 渡     良     瀬   川 の  足            利           ㍍ 

⑦ 鬼       怒      川    の   石           井          ㍍ ⑧ 鬼      怒      川 の   川         島              ㍍ ⑨ 鬼        怒        川 の  鬼 怒 川 水 海 道             ㍍ 

⑩ 小       貝      川 の   小 貝 川 水 海 道            ㍍ ⑪ 江      戸      川 の   西       関     宿          ㍍ ⑫ 江       戸        川 の  野           田          ㍍ 

２７                                         の 水 位 は           日           時 頃  最 高 水 位 と な り 、そ の 水 位 は            ㍍ と 予 想 さ れ ま す 。 

２８   
特 記 ２９  

 
発 

表 

状 

況 

 

対  象  河  川   

警   ・ 注 報  別 
利    根    川   本   川    下     流    部 利    根    川   本   川    下     流    部 渡    良   瀬   川 鬼   怒   川 小   貝   川 江   戸   川 

 

洪 水 警 報 発 表 中 

 

 

 

     

洪 水 注 意 報 発 表 中 
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第２節 水防警報 

 

 水防法第16条に基づいて国土交通大臣及び知事が指定した河川に対する水防警報の実

施については、次のとおりである。 

 

１ 警報の種類、内容及び発表基準は、次のとおりである。 

 

種類 内           容 発 表 基 準 
 

待機 

１ 不意の出水あるいは水位の再上昇が予想される場

合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できるよう

に待機する必要がある旨を警告するもの。 

２ 水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人

員を減らしても差支えないが、水防活動をやめること

はできない旨を警告するもの。 
 

気象予報、警報等及び河川状況に

より特に必要と認められるとき 

準備 

水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水門機能

等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水

防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告する

もの。 
 

雨量、水位、流量その他の河川状

況により必要と認められるとき。 
 

出動 

水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 
 

洪水注意報等により、はん濫注意

水位を越えるおそれがあるとき。 

又は、水位、流量、その他の河川状

況により必要と認めるとき。 

指示 

水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況を明示す

るとともに、堤防から水が溢れる、漏水、堤防斜面の崩

れ亀裂その他、河川状況により警戒を必要とする事項を

指摘し警告するもの。 
 

洪水警報等により、又は、既には

ん濫注意水位を越え、災害のおこる

おそれがあるとき。 
 

解除 

水防活動を必要とする増水状況が解消した旨及び当

該基準水位観測所ごとによる一連の水防警報を解除す

る旨を通告するもの。 
 

水防団待機水位以下に下降したと

き、又は、はん濫注意水位以上であ

っても水防作業を必要とする河川状

況が解消したと認められるとき。 
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２ 国土交通大臣が水防警報を行う指定河川名とその区域及び発表者 

 

（１）水防警報の実施区域及び発表者 

水系名 河川名 
水  防  警  報  区  間 

発表者 

 

左      岸 右      岸 

利根川 

烏 川 

  自 高崎市倉賀野町字乙大道南 

   3250番1地先 

至 利根川合流点 

自 鏑川合流点 

 

至  利根川合流点 

高崎河川 

 

国道事務所 
鏑 川 

  自  高崎市山名町南 

813番1地先 

至 烏川合流点 

自  藤岡市上落合字長津 

507番1地先 

至 烏川合流点 

神流川 

  自  藤岡市浄法寺字平 

954番1地先 

至 烏川合流点 

自  児玉郡神川町大字新宿字 

渕ノ上 133番地先 

至 烏川合流点 

 

（２）指定河川、基準水位観測所、水防警報区間及び発表者 

指 定 

河 川 

基準水位 

観 測 所 
水  防  警  報  区  間 水防団待

機水位 

(ｍ) 

 

氾濫注

意水位 

(ｍ) 

避難判

断水位 

（ｍ） 

氾濫危

険水位 

（ｍ） 

計画高 

水位 

(ｍ) 
発表者 

 

水系 河川 名称 所在地 左     岸 右     岸 

 利 

 

 

 根 

 

 

 川 

烏 

川 

岩 

鼻 

高崎市 

岩鼻町 

自 高崎市倉賀野町 

 

至 利根川合流点 

自 鏑川合流点 

   

至 利根川合流点 

1.00 3.30 4.10 4.60 4.79 

高崎河

川国道

事務所 

鏑 

川 

山 

名 

高崎市 

山名町 

自 高崎市山名町 

字南813番1地先 

至 烏川合流点 

自 藤岡市大字上落合 

字長津507番1地先 

至 烏川合流点 

2.20 2.60 6.00 6.20 6.23 

神 

流 

川 

若 

 

泉 

児玉郡 

神川町 

自 藤岡市浄法寺字

平954番1地先 

至 烏川合流点 

自 児玉郡神川町大字新宿

字渕ノ上133番地先 

至 烏川合流点 

2.00 3.00 6.70 7.00 － 

 

（３）水防警報の伝達系統 

 ● 基本系 
 

     高崎河川国道事務所        群馬県水防本部        藤岡土木事務所        藤 岡 市 

      （河川管理課長）      （河川課）                             （水防管理団体） 
 

 ● 補助系 
 

     高崎河川国道事務所        藤岡土木事務所        藤 岡 市 

      高 崎 出 張 所                         （水防管理団体） 

 

 

 

 

 



25 

 

水防警報 発表様式 

 

水 防 警 報 
種 類 待機 ・ 準備 ・ 出動 ・ 指示 ・ 情報 ・ 解除 

発表河川 
 

基準水位観測所  第     号 

日 時 平成  年  月  日  時  分    群馬県   土木事務所      発表 

番 号 
発  表  内  容 

１ 

現 
 

況 
 

文 

① 流域 

             の雨量は、    日    時までに     mmです。 

② 地点 

２ 

 

     の水位は     日     時現在     ｍです。 

 

３      の水位は   日   時   分に 

① 水防団待機水位（指定数位） 

② はん濫注意水位（警戒水位） 

③ はん濫危険水位（危険水位） 

④ 最高水位      ｍ 

⑤ に達し 

⑥ を超え 

⑦ を下回り 

ました 

４ 

     の水位は ① 1時間に    cm程度上昇して 

② 平衡状態が続いて 

③ 1時間に    cm程度下降して 

います。 

５ 上流   の水位は   日   時   分に 

① 水防団待機水位（指定数位） 

② はん濫注意水位（警戒水位） 

③ はん濫危険水位（危険水位） 

④ 最高水位      ｍ 

⑤ に達し 

⑥ を超え 

⑦を下回り 

ました 

６ 予
想 

     の水位は、   日    時に    ｍ程度   と見込まれます。 

７ 

1 

被
害
の
状
況
文 

    地先の ① 堤防 

② 堤内地 

③ 無堤地 

④  

に 

⑤漏水 ⑥亀裂 ⑦洗掘 

⑧法崩れ ⑨護岸破損 

⑩破堤 ⑪越水 ⑫浸水 

⑬          

が発生 

 

⑭する恐れがあります。 

 

⑮しました。 

2 

    地先の ①堤防 

②堤内地 

③無堤地 

④ 

に 

⑤漏水 ⑥亀裂 ⑦洗掘 

⑧法崩れ ⑨護岸破損 

⑩破堤 ⑪越水 ⑫浸水 

⑬          

が発生 

⑭する恐れがあります。 

 

⑮しました。 

3     地先の 

①堤防 

②堤内地 

③無堤地 

④ 

に 

⑤漏水 ⑥亀裂 ⑦洗掘 

⑧法崩れ ⑨護岸破損 

⑩破堤 ⑪越水 ⑫浸水 

⑬          

が発生 

⑭する恐れがあります。 

 

⑮しました。 

８ 

発 

表 

文 

水防機関は、 

①厳重に警戒 

 

②引き続き注意 

してください。 

９ 水防機関は、 

① 待機 

② 準備 

③ 出動 

してください。 

10 

 

水防機関は、出動態勢を強化し、水防工法を行ってください。 

 

11 

 

水防機関は、巡視員を現地に残し、待機して差しつかえありません。 

 

12 

 

水防警報を解除します。 

 

13 特
記 
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３ 知事が水防警報を行う指定河川名とその区域及び発表者 
 

（１）水防警報の実施区域及び発表者 

水系名 河川名 区            域 発 表 者 
 

利根川 

鏑 川 

    左岸 （右岸のみ） 

   自 

    右岸 藤岡市上落合 

 

    左岸 

   至 

    右岸 鮎川合流点      （直轄上流端） 
藤岡土木事務所 

鮎 川 

 

    左岸 藤岡市上落合     （鮎 川 橋） 

   自 

    右岸 藤岡市鮎川      （緑 埜 橋） 

 

   至 鏑川合流点 

 

（２）河川名、基準水位観測所、基準水位 

河川名 観測所名 
事務所

名 
位    置 

水防団 

待機水位 
はん濫 

注意水位 

避難判

断水位 

氾濫危 

険水位 

計画 

高水位 
観  測  者 

電話番

号 

 

鮎 川 鮎  川 藤 岡 
藤岡市白石 

（多野橋） 
2.80 3.10 3.30 4.16 ― 

藤岡土木事務所職員 

県テレメーター 

 0274 

 

22-2156 

 

 

（３）水防警報の伝達系統 

 
 

道平ダム岩崎  
    （ 鏑   川 ）     道平川ダム管理事務所 

                                ↑   ↓ 

                              藤岡現地指導部                  藤 岡 市 

                            （藤岡土木事務所）             （水防管理団体） 

                             
                                                                                   

 
 

   他の対象水位標        藤岡現地指導部  
 

 藤 岡 市  

                            （藤岡土木事務所）             （水防管理団体） 
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第３節 観測通報 

 

 水防本部は、気象状況により相当の雨量があると認めたときは、管内関係機関と密接

な連絡をとり、各地における水位雨量の資料収集にあたるものとする。 

 

１ 雨量観測施設 

河川名 観測所名 観測種別 所 属 位   置 観 測 者 電話番号 

神流川 藤  岡 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 群馬県 
藤岡市下栗須124-5 

藤岡土木事務所 
藤岡土木事務所職員 

0274- 

22-2156 

神流川 藤  岡 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 群馬県 

藤岡市藤岡1485 

藤岡市総合学習セン

ター 

前橋地方気象台 

防災業務課 

027- 

231-1404 

鏑 川 箕  輪 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 
国交省 

（高崎） 
藤岡市下日野甲2937 

高崎河川国道事務所 

河川管理課 

027- 

345-6041 

神流川 下 久 保 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 
国交省 

（高崎） 

藤岡市譲原1722-1 

譲原防災センター 

利根川水系砂防事務

所 

0279- 

22-4179 

 

２ 水位観測施設 

河川名 観測所名 観測種別 所 属 位  置 

水位（ｍ） 

観 測 者 電話番号 水 防

団 待

機 

は ん

濫 注

意 

鮎 川 鮎  川 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 群馬県 
藤岡市白石 

（多野橋） 
2.80 3.10 藤岡土木事務所職員 

0274- 

22-2156 

温井川 温 井 川 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 群馬県 
藤岡市岡之郷 

（東橋） 
1.30 1.80 藤岡土木事務所職員 

0274- 

22-2156 

烏 川 岩  鼻 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 
国交省 

（高崎） 

高 崎 市 

岩 鼻 町 
1.00 3.30 

高崎河川国道事務所 

河川管理課 

027- 

345-6041 

鏑 川 山  名 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 
国交省 
（高崎） 

高 崎 市 

山 名 町 
2.20 2.60 

高崎河川国道事務所 

河川管理課 

027- 

345-6041 

鏑 川 上鹿島橋 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 
国交省 

（高崎） 
藤岡市上日野 － － 

高崎河川国道事務所 

河川管理課 

027- 

345-6041 

神流川 浄 法 寺 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 
国交省 

（高崎） 
藤岡市浄法寺 － － 

高崎河川国道事務所 

河川管理課 

027- 

345-6041 

神流川 鬼    石 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 群馬県 
藤岡市鬼石

（上武橋） 
2.00 3.00 藤岡土木事務所職員 

0274- 

22-2156 

神流川 若  泉 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 水機構 
神 川 町 

大字渡瀬 
2.00 3.00 下久保ダム管理所 

0274- 

52-2746 

三波川 三 波 川 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 群馬県 
藤岡市三波川

（南郷橋） 
1.50 2.20 藤岡土木事務所職員 

0274- 

22-2156 
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第４節 決壊時の処置 
 

１ 通 報 

堤防その他の施設が決壊、及びこれに準ずる事態が生じたときは、市長は、ただちに

その旨を藤岡土木事務所長、及びはん濫方向の隣接水防管理者、あるいは国土交通省高

崎河川国道事務所長に通報しなければならない。 

なお、市長は、決壊後であっても、できる限りはん濫による被害が拡大しないように

努めなければならない。 

 

２ 避難のための立退 

（１）立退の指示 

   洪水による著しい危険が切迫していると認められるときは、市長は、信号及び広 

報施設等を利用し、立退き又はその準備を指示するとともに、藤岡警察署長に通報

しなければならない。 

 

（２）市長は藤岡警察署長及び消防機関の長と協議のうえ、立退予定先、経路等を選定

し、住民に周知徹底しておくものとする。 

 

（３）避難場所 

避難場所は、藤岡市地域防災計画に定めるところによる。 



29 

 

第５節 協力応援 

 

１ 市長は、水防のため緊急の必要があるときは、他の水防管理者又は市町村長若しく 

は消防長に対し、応援を求めることができる。 

 

２ 市長は、隣接市町村長より応援を求められたときは、藤岡市の区域で水防活動を行

う必要があるため応援の余裕がない場合、その他やむを得ない事情がある場合以外は

求めに応じなければならない。 

 

３ 災害応援協定は、藤岡市地域防災計画に定めるところによる。 
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第６節 水防解除 

 

 市長は、水位が警戒水位を下回りかつ危険がなくなったときは、水防解除を命ずると

ともに一般に周知させ、その旨を藤岡土木事務所長を通じ、群馬県水防本部に通報する

ものとする。 
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第７節 水防報告 

 

水防活動が終結した場合、市長は、付表２の（１）の水防実施状況報告書に、付表２

の（２）の水防実施箇所別表を添えて、遅滞なく藤岡土木事務所を経由し、知事に報告

する。 
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付表２（１） 

 

水     防     実    施    状    況 報  告  書 
 

                                                                                                                                    平 成    年    月    日 

 

  群馬県知事          殿 

 

 

水防管理者名 

 

 

 平成  年  月  日から  月  日の（何々）に際し実施した水防活動が終結したので、水防実施箇所別表を添え、下記のとおり報告します。 

 

記 
 

 

水防作業実施日時 

自   月   日   時 

 

至   月   日   時 
 水防作業実施箇所数               箇所 

出 動 人 員  県（市町村）職員延  人  水防団員延  人 消防団員延    人  その他延    人  合計延     人 

所 要 経 費 

人件費 円 資材物件火                        円 合 計 

手当    円 その他  円 資材   円 器材    円 燃料   円 その他       円          円 

出 水 の 概 要 

 

水防作業の概況 

及 び そ の 効 果 
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付表２（２）水防実施箇所別表 

 

管理団体名 指定、非指定の別  

水防実施時の台風又は豪雨名 報告 年 月 日 平成   年   月   日 

水
防
実
施 

場所     川岸     地元     ｍ 

水防作業の概況 

及びその効果 

工法 

延長 

 

 日時   自    月    日    時 

     至    月    日    時 区分 堤防 道路 橋 人員 田 畑 家 鉄道 

出動人員 
水防団員 消防団員 そ の 他 計 効果         

延  人 延  人 延  人 延  人 被害         

（ 

）
内
は
単
位 

使
用
資
器
材 

た
わ
ら 

か
ま
す 

む
し
ろ 

布
袋
類 

な
わ 

竹 く
い 

鉄
線 

く
ぎ 

か
す
が
い 

じ
ゃ
か
ご 

板
類 

畳 生
木 

丸
太 

置
石 

土
砂 

   物件費 
資材費 

 

物件費 

 

合 計 

品材費 燃料費 雑費 

   

( ) 

俵 

( ) 

枚 

( ) 

枚 

( ) 

枚 

( ) 

Kg 

( ) 

 束 

( ) 

 本 

( ) 

Kg 

( ) 

 Kg 

( ) 

本 

( ) 

本 

( ) 

枚 

( ) 

枚 

( ) 

本 

( ) 

本 

( ) 

㎥ 

( ) 

㎥ 
     

円 円 円 円 

他 団 体 か ら の 応 援 状 況  

居 住 者 の 出 動 状 況  

警 察 の 援 助 状 況  

現 場 指 導 の 県 職 員 名  

水 防 関 係 者 の 死 傷  

立退きの状況及びその指示した理由  

水防功労者の氏名、年齢、所属及び 

そ の 功 績 概 要 

 

 

堤防その他の施設等の異常の有無及び 

緊急工事に要するものが生じた時は、 

そ の 場 所 並 び に 損 害 状 況 

 

 

 

水 防 活 動 に 対 す る 自 己 批 判  

備 考  
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第８節 通信連絡輸送 
 

１ 通信連絡 

  水防時に必要とする通信連絡は地域防災計画風水害等対策編「第２章第１５節 通

信手段確保計画」によるものとする。 

   

２ 輸送の確保 

  水防に要する資材器具の輸送は、水防本部において市内の情報及び関係機関との協

議により輸送経路を定め、輸送の確保を図る。 


